
 

別紙４ 

 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄） 
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新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指導

に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについて

は、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施

設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれば

足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であること

から、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定するこ

ととし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、平成 27 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指

導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについ

ては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定

施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれ

ば足りるものとする。 

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ

ンについては、月額定額報酬であることから、月途中からのサービス開始、

月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上

に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 
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⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第 12 条

に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に

満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

 

 

 

 

 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整

数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、

介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費並び

に介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護

費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問

リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテ

ーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多

機能型居宅介護費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑶～⑹ （略） ⑶・⑷ （略） 

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー

ションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条の２の定義上、要支

援者の居宅において行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条

の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものとされており、要支
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われるものは算定できない。 援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 

⑹ （略） ⑹ （略） 

（削る） ⑺ 栄養管理について 

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に

応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介護予防短期入所生

活介護及び介護予防短期入所療養介護においては、常勤の管理栄養士又は

栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を

行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

（新設） 
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る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑻ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑻において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第

293 条第１項において電磁的記録により行うことができるとされてい

るものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定介護予防サービス基準第 49 条の２

第２項から第６項までまでの規定に準じた方法によること。 

（新設） 
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ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府法務省経済産業省）」を参考にすること。 

ニ その他、指定介護予防サービス基準第 293 条第２項において電磁的

方法によることができるとされているものに類するものは、イからハ

までに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的

方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 90 を乗じて得た単位数を算定できる。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定できる。 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に
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居住する利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので老企第 36 号第２の２の⒁を参照されたい。 

居住する利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので老企第 36 号２の⑿を参照されたい。 

⑸ （略） ⑸ （略） 

⑹ 注７の取扱い 

注７の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 35号。

以下「指定介護予防サービス基準」という。）第 50 条第３項第１号に規定

する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

⑺ 初回加算について 

① 指定介護予防訪問入浴介護事業所において、初回の指定介護予防訪問

入浴介護を行う前に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽

の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合に算定が可能である。 

② 当該加算は、初回の指定介護予防訪問入浴介護を行った日に算定する

こと。 

⑹ 注７の取扱い 

注６の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 35号。

以下「指定介護予防サービス基準」という。）第 50 条第３項第１号に規定

する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

（新設） 

⑻ 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められる

ことから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランク

Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定

方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員

数（要介護者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以

降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割

合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、

その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場

合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省

老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規

定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の

実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつか

（新設） 
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のグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

⑤ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、

テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

⑥ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係

る適切な研修を指すものとする。 

⑼ サービス提供体制強化加算の取扱い 

① （略） 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項

に係る伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における介護予

防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所

においてサービス提供に当たる介護予防訪問入浴介護従業者のすべて

が参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が

一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開

催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記

録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以

上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。なお、テレビ電話装置等を活用するに当たっては、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」

とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、

記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

⑺ サービス提供体制強化加算の取扱い 

① （略） 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項

に係る伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における介護予

防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所

においてサービス提供に当たる介護予防訪問入浴介護従業者のすべて

が参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が

一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開

催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記

録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以

上開催されている必要がある。 

 

 

 

 

 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」

とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、

記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 
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・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③～⑤ （略） 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③～⑤ （略） 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。 

（新設） 

 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含

めることができるものとする。 

⑧ （略） 

（新設） 

 

 

 

⑥ （略） 

⑽ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

⑿ （略） 

⑻ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」）を参照すること。 

⑼ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」）を参照すること。 

⑽ （略） 

３ 介護予防訪問看護費 

⑴ 「通院が困難な利用者」について 

介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと

されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での

支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防

訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定で

きるものである。加えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

介護予防訪問看護については、指定介護予防通所リハビリテーションのみ

では家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であって、介護予防ケ

アマネジメントの結果、看護職員と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が連携した家屋の状況の確認を含めた介護予防訪問看護の提供が必要

と判断された場合に、介護予防訪問看護費を算定できるものである。「通

院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保される

のであれば、通院サービスを優先すべきということである。 

３ 介護予防訪問看護費 

⑴ 「通院が困難な利用者」について 

介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと

されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での

支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防

訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定で

きるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様の

サービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということ

である。 
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⑵・⑶ （略） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

 ①・② （略） 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、

１日２回（３回以上）を超えて行う場合には１回につき所定単位数の 100

分の 50 に相当する単位数を算定すること。なお、当該取扱いは、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連続して３回以上介護予防訪問看

護を行った場合だけでなく、例えば午前中に２回、午後に１回行った場

合も、同様である。 

（例）１日の介護予防訪問看護が３回である場合の介護予防訪問看護費 

     １回単位数×（50／100）×３回 

④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供し

ている利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問

看護記録書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した

内容を共有するとともに、介護予防訪問看護計画書（以下、「計画書」と

いう。）及び介護予防訪問看護報告書（以下、「報告書」という。）は、看

護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書は理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に記載するものと

し、報告書には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供した介

護予防訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付すること。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ ⑥における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が

過去２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防

訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であ

って、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化

等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が

変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す

ることをいう。 

⑸～⒄ （略） 

⒅ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療

機関を退院した日の介護予防訪問看護の取扱い 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療

⑵・⑶ （略） 

⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

①・② （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供し

ている利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問

看護記録書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した

内容を共有するとともに、介護予防訪問看護計画書（以下、「計画書」と

いう。）及び介護予防訪問看護報告書（以下、「報告書」という。）は、看

護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書及び報告書は

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に含む

ものとすること。 

 

④・⑤ （略） 

⑥ ⑤における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が

過去２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防

訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であ

って、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化

等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が

変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す

ることをいう。 

⑸～⒄ （略） 

⒅ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）の介護予

防訪問看護の取扱い 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について
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機関を退院した日については、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が

定める状態（利用者等告示第77号において準用する第６号を参照のこと。）

にある利用者又は主治の医師が退所・退院した日の介護予防訪問看護が必

要であると認めた利用者に限り、介護予防訪問看護費を算定できることと

する。 

⒆ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の

利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から５単位減算する。

なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、

新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３

年４月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。 

⒇ （略） 

(21) 退院時共同指導加算 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ス

テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、

初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退

院につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照

のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合

には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、

初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場

合においても算定できること。 

また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又は

その看護に当たる者の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装

置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

   ②～⑤ （略） 

(22) 看護体制強化加算について 

① 厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下

「大臣基準告示」という。）第 104 号の規定により準用する大臣基準告示

第９号イ⑴㈠の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げ

は、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示

第 77 号において準用する第６号を参照のこと。）にある利用者に限り、介

護予防訪問看護費を算定できることとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

⒆ （略） 

⒇ 退院時共同指導加算 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医

療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ス

テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、

初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退

院につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照

のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合

には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、

初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場

合においても算定できること。 

 

 

 

 

 

 

 

②～⑤ （略） 

(21) 看護体制強化加算について 

① 厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下

「大臣基準告示」という。）第 104 号の規定により準用する大臣基準告示

第９号イ⑴の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる
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る数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割

合を算出すること。 

ア・イ （略） 

② 大臣基準告示第 104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵

㈡の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに

掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出す

ること。 

ア・イ （略） 

③ （略） 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出

した前月（暦月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が 100 分

の 60 から１割を超えて減少した場合（100 分の 54 を下回った場合）に

は、その翌月から看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範

囲内で減少した場合（100 分の 54 以上 100 分の 60 未満であった場合）

には、その翌々月から当該加算を算定できないものとすること（ただし、

翌月の末日において 100 分の 60 以上なる場合を除く。）。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 104 号の

規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割

合について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、そ

の割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を

下回った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなけ

ればならないこと。 

(23) サービス提供体制強化加算について 

２⑼を参照のこと。 

（削る） 

 

 

（削る） 

数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合

を算出すること。 

ア・イ （略） 

② 大臣基準告示第 104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵

の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲

げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出する

こと。 

ア・イ （略） 

③ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

④・⑤ （略） 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 104 号の

規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴及びイ⑵の割合について、

継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合につい

ては、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合

については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければならない

こと。 

(22) サービス提供体制強化加算について 

① ２⑺①から⑥までを参照のこと。 

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。具体的には、平成 21 年４月における勤続年数３年以上の者とは、

平成 21 年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等に

おいてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含め

ることができるものとする。 

４ 介護予防訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

４ 介護予防訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 
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① （略） ① （略） 
② 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防

訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加え

て、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず

当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーション

における利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

（新設） 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行ったことを明確に記

録する。 

（新設） 

④ 指定介護予防訪問リハビリテーションは、指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業所の医師の診療に基づき、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾

患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動

器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた

患者が、介護保険の指定介護予防訪問リハビリテーションへ移行する際

に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施

に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）の別

紙様式２－２―１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を

受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２

―１に記載された内容について確認し、指定介護予防訪問リハビリテー

ションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外とし

て、別紙様式２－２―１をリハビリテーション計画書とみなして介護予

防訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３

月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の介護予防訪問リ

ハビリテーション計画を作成する。 

② 指定介護予防訪問リハビリテーションは、指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業所の医師の診療に基づき、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾

患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動

器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた

患者が、介護保険の指定介護予防訪問リハビリテーションへ移行する際

に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並

びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙様式２―１をも

って、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医

師が利用者を診療するとともに、別紙様式２―１に記載された内容につ

いて確認し、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を開始しても

差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２―１をリハ

ビリテーション計画書とみなして介護予防訪問リハビリテーション費の

算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３

月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の介護予防訪問リ

ハビリテーション計画を作成する。 

⑤ 介護予防訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、

必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防訪問リハビリ

テーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２

週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

（新設） 

⑥ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、利用者に対し

て３月以上の指定介護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要と

（新設） 
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判断する場合は、介護予防リハビリテーション計画に指定介護予防訪問

リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる

時期、その他指定介護予防サービスの併用と移行の見通しを記載するこ

と。 

⑦ 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用

者の看護に当たる者に対して１回当たり 20 分以上指導を行った場合に、

１週に６回を限度として算定する。ただし、退院（所）の日から起算し

て３月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、

週 12 回を限度として算定する。 

③ 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用

者の看護に当たる者に対して１回当たり 20 分以上指導を行った場合に、

１週に６回を限度として算定する。 

⑧～⑩ （略） ④～⑥ （略） 
⑪ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、第一号訪問事業の事業

その他指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハ

ビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情

報を伝達する。 

（新設） 

⑵～⑺ （略） ⑵～⑺ （略） 

（削る） ⑻ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーション

の質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、

多職種協働による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、

当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーショ

ンの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当

該計画の見直し等（Action）（以下「ＳＰＤＣＡ」という。）といったサ

イクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行っ

た場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を

目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬや手段的日常生活

動作（以下「ＩＡＤＬ」とする。）といった活動をするための機能、家庭

での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をす

るための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーショ

ンが提供できているかを管理することをいう。 

③ 大臣基準告示第 106 の２号⑴の「定期的に」とは、初回の評価は、介

護予防訪問リハビリテーション計画に基づく指定介護予防訪問リハビリ
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テーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３

月ごとに評価を行うものである。 

④ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対し

て３月以上の指定介護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要と

判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄に指定介護

予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、指定介護予防通

所リハビリテーションその他指定介護予防サービスの併用と移行の見通

しを記載すること。 

⑻ 急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問リハビリテーションを

行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い 

注７の「急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問リハビリテーシ

ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険医療機関

の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の介護

予防訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画的な医学的管理の

下に、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものに対し

て、訪問リハビリテーションを行う旨の指示を行った場合をいう。この場

合は、その特別の指示の日から 14 日間を限度として医療保険の給付対象

となるため、介護予防訪問リハビリテーション費は算定しない。 

⑼ 急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要

がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い 

注８の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行

う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険医療機関の医師が、

診療に基づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテ

ーションを行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅で療養を

行っている利用者であって通院が困難なものに対して、訪問リハビリテー

ションを行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示

の日から 14 日間を限度として医療保険の給付対象となるため、介護予防

訪問リハビリテーション費は算定しない。 

⑼ 注９の取扱いについて 

介護予防訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定介護予防訪問

リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が作成するものである。 

注９は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関

の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業

所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情

報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の

指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指

定介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外とし

て、基本報酬に 50 単位を減じたもので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学

的管理を行っている医師から指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管

理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

⑽ 注 10 の取扱いについて 

介護予防訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定介護予防訪問

リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が作成するものである。 

注 10 は、指定訪問介護予防リハビリテーション事業所とは別の医療機

関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事

業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの

情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師

の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

指定介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外とし

て、基本報酬に 20 単位を減じたもので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学

的管理を行っている医師から指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所の医師が、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な

考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の
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について」の別紙様式２－２―１のうち、本人の希望、家族の希望、健康

状態・経過、心身機能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、

活動（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上

の留意点等について、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の

医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。 

提示について」（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙様式２―

１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、

活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテー

ションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定

介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報

の提供を受けていることをいう。 

⑽ 注 10 の取扱いについて 

指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、

介護予防訪問リハビリテーション費から５単位減算する。なお、入院によ

る中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始さ

れたものとする。また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して

12 月を超える場合から適用されるものであること。 

（新設） 

⑾ 事業所評価加算の取扱いについて 

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準ロの要件の算出式は

以下のとおりとする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

      （削る） 

要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

─────────────────────≧0.7 

評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテー

ションリハビリテーション費を３月以上算定

し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 

⑾ 事業所評価加算の取扱いについて 

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとす

る。 

① 別に定める基準ハの要件の算出式 

評価対象期間内にリハビリテーションマネジ

メント加算を算定した者の数 

─────────────────────≧0.6 

評価対象期間内に指定介護予防訪問リハビリ

テーションを利用した者の数 

② 別に定める基準ニの要件の算出式 

要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

─────────────────────≧0.7 

評価対象期間内にリハビリテーションマネジ

メント加算を３月以上算定し、その後に更

新・変更認定を受けた者の数 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼⑥及び⑦を参照された

い。 

② 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

にあっては勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供体制強化

加算(Ⅱ)にあっては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能で

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 介護予防訪問看護と同様であるので、３(22)②及び③を参照されたい。 

 

② 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が

１名以上いれば算定可能である。 
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ある。 

⒀ （略） ⒀ （略） 

５ 介護予防居宅療養管理指導費 

⑴ 通院が困難な利用者について 

介護予防居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なも

のに対して、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的

な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定して

はならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに

通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、介護予防

居宅療養管理指導費は算定できない（やむを得ない事情がある場合を除

く。）。 

５ 介護予防居宅療養管理指導費 

（新設） 

⑵ （略） ⑴ （略） 

⑶ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導について

は、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護

支援専門員等（介護予防支援事業者により介護予防支援を受けている要

支援被保険者については介護予防サービス計画を作成している保健師そ

の他の介護予防支援に関する知識を有する職員を、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対

応型共同生活介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員を

いう。以下この項において「介護支援専門員等」という。）に対する介護

予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその

家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等

についての指導及び助言を行った場合に算定する。介護支援専門員等へ

の情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。 

また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合にあって

は、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護予防サ

ービス事業者等に介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言

を行うこととする。 

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域

社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報

については、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理

⑵ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導について

は、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護

支援専門員等（介護予防支援事業者により介護予防支援を受けている要

支援被保険者については介護予防サービス計画を作成している保健師そ

の他の介護予防支援に関する知識を有する職員を、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対

応型共同生活介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員を

いう。以下この項において「介護支援専門員等」という。）に対する介護

予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその

家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等

についての指導及び助言を行った場合に算定する。介護支援専門員等へ

の情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。 

また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合にあって

は、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護予防サ

ービス事業者等に介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言

を行うこととする。 

 

 

 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理
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料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定し

た場合には、当該医師に限り介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 

料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定し

た場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への

参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に

情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、

別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）

により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものと

する。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合

については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記載

すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは

差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できる

ようにすること。 

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会に

おいて必要な支援等 

（削る） 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への

参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に

情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、

原則として、文書等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネジ

ャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。 

 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合

については、その情報提供の要点を記載すること。当該記載について

は、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠

で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 

 

また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等

の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診

療情報提供料に定める様式を活用して行うこともできることとす

る。 

イ （略） イ （略） 

③～⑤ （略） ③～⑤ （略） 

⑷ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は歯

科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、

医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基

づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及

⑶ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は歯

科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、

医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基

づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及
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び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居

宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的

に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、

薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）

を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うこ

ととする。介護支援専門員等への情報提供がない場合には、算定できな

いこととなるため留意すること。ただし、介護支援専門員等による介護

予防サービス計画の作成が行われていない場合の取扱いについては、⑶

③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があ

る場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合

には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。

薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医

師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこ

ととする。また、必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向け

た地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報

を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提

供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存するこ

ととする。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居

宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的

に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、

薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）

を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うこ

ととする。介護支援専門員等への情報提供がない場合には、算定できな

いこととなるため留意すること。ただし、介護支援専門員等による介護

予防サービス計画の作成が行われていない場合の取扱いについては、⑵

③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があ

る場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合

には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。

薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医

師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこ

ととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する

等により保存することとする。 

 

 

 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②～⑧ （略） ②～⑧ （略） 

⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保険薬局

（以下「在宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「在宅

協力薬局」という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及

び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に

代わって当該利用者又はその家族等に介護予防居宅療養管理指導を行う

ことについてあらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場

合には、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定できること。な

お、介護予防居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介護予防

居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を

行うこととする。 

ア 在宅協力薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該

⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保険薬局

（以下「在宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「サポ

ート薬局」という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及

び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に

代わって当該利用者又はその家族等に介護予防居宅療養管理指導を行う

ことについてあらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場

合には、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定できること。な

お、介護予防居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介護予防

居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を

行うこととする。 

ア サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該
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記録の内容を共有すること。 

イ （略） 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理指導を行

った在宅協力薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請

求明細書の摘要欄に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載

すること。 

記録の内容を共有すること。 

イ （略） 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理指導を行

ったサポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請

求明細書の摘要欄にサポート薬局が当該業務を行った日付等を記載

すること。 

⑪～⑮ （略） ⑪～⑮ （略） 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002 に掲げる在宅時医学総合管理

料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であ

って、介護予防居宅療養管理指導費が月１回算定されているものに対

して、情報通信機器を用いた服薬指導（介護予防居宅療養管理指導と

同日に行う場合を除く。）を行った場合に、月１回に限り算定する。

この場合において、介護予防居宅療養管理指導費の加算は算定できな

い。 

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）及び関連通知に沿って実施

すること。 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用

いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づ

き情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の

者であること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場合に

限り、やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当

該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行

っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指導

を実施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬指

導計画に記載していること。 

ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことに

ついてあらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ 当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報

通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で

（新設） 
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行うこと。 

キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳に

より薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、

利用者が服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元

的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載するこ

と。 

ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。 

ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医

薬品等を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係

ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収

できる。 

⑸ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① （略） 

⑷ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① （略） 

② 介護予防居宅療養管理指導(Ⅰ)については、指定介護予防居宅療養管理

指導事業所（指定介護予防サービス基準第 88 条第１項第１号に規定する

指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この⑸において同

じ。）の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基

づき、介護予防居宅療養管理指導を実施した場合に、算定できる。なお、

管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われてい

れば算定できる。 

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われて

いれば算定できる。 

③ 介護予防居宅療養管理指導(Ⅱ)については、指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当

該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設

（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管

理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置してい

るものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士

会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養

士が、介護予防居宅療養管理指導を実施した場合に、当該介護予防居宅

療養管理指導事業所が算定できる。 

なお、他の指定介護予防居宅療養管理指導事業所との連携により管理

栄養士を確保し、介護予防居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的

な医学的管理を行っている医師が所属する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所が認めた場合は、管理栄養士が所属する指定介護予防居宅療養

管理指導事業所が算定することができるものとする。 

（新設） 
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④ （略） ③ （略） 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導(Ⅱ)を算定する場合、管理栄養士は、当該介

護予防居宅療養管理指導に係る指示を行う医師と十分に連携を図り、判

断が必要な場合などに速やかに連絡が取れる体制を構築すること。なお、

所属が同一か否かに関わらず、医師から管理栄養士への指示は、介護予

防居宅療養管理指導の一環として行われるものであることに留意が必要

であること。 

（新設） 

⑥ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のアか

らケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア～ク （略） 

ケ 指定介護予防サービス基準第 93 条において準用する第 49 条の 13

に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計

画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該

記録とは別に管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導費の算定のた

めに利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

④ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のアか

らケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア～ク （略） 

ケ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第 93 条にお

いて準用する第 49条の 13に規定するサービスの提供の記録において

利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期

的に記録する場合は、当該記録とは別に管理栄養士の介護予防居宅療

養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要

はないものとすること。 

⑦ （略） ⑤ （略） 

⑧ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会にお

ける様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った

医師に提供するよう努めることとする。 

（新設） 
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⑹ 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式３等により作成し、交

付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、

指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の

開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、

歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯

科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行

った歯科医師に報告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のア

からキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア・イ （略） 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職

種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清

掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下

機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導

等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等

を別紙様式３等により記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な

実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を

作成すること。また、作成した管理指導計画については、介護予防居

宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意

を得ること。 

エ～キ （略） 

⑦・⑧ （略） 

⑸ 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画

を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった

利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、

指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指

示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始

及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報

告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のア

からキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア・イ （略） 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職

種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清

掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機

能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、

解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載

し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等

の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成し

た管理指導計画については、介護予防居宅療養管理指導の対象となる

利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

 

エ～キ （略） 

⑦・⑧ （略） 

⑨ 必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会にお

ける様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った

歯科医師に提供するよう努めることとする。 

（新設） 

（削る） ⑹ 看護職員が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要介護認定等

の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「４生活機能とサービ

スに関する意見⑸医学的管理の必要性」の「看護職員の訪問による相談・

支援」の項にチェックのある利用者又は看護職員の訪問による相談支援

の必要がある旨の記載がある者のうち、サービス担当者会議において必

要性が認められ、本人又はその家族等の同意が得られた者に対して、看
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護職員が訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せて介護

支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供

を行った場合について算定する。 

② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成された介護

予防サービス計画に基づくサービスの開始から６月以内に行われた場合

に算定するものとする。 

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成し、保存

するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、

訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に関する要点を明記し、医師、

介護支援専門員等に対して情報提供を行うこととする。 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注６、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注４、ニ注３、ホ注３について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注５、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師は、指定介護予防

通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ

ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事

項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハ

ビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の

指示を行う。 

② ①における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記

録する。 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、

必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリ

テーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始か

らおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対し

て３月以上の指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要と

判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定介護予防通所リハ

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

（新設） 
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ビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、

法第115条の45第１項第１号ロに規定する第１号通所事業その他指定介

護予防サービスの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行

う。 

⑤ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対

して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指

示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計画に従い、

指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して

１月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能

力検査等を行うよう努める。 

⑥ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス

等基準第 117 条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション

事業所をいう。以下この号及び第 110 号において同じ。）の理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第 115 条の

45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護予防サー

ビスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点か

ら、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達する。 

（削る） ⑴ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーション

の質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協

働による介護予防通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づ

く適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供、当該提供内容の

評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤＣＡサイ

クルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った

場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を

目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといっ

た活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関

与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くア

プローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することを

いう。 

③ 大臣基準告示第 106 の５号⑴の「定期的に」とは、初回の評価は、介

護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテー
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ションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ご

とに評価を行うものである。 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対し

て３月以上の指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要と

判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄に指定介護

予防通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他介護予防

サービスの併用と移行の見通しを記載する。 

⑵ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加

算の趣旨について説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、家庭での役割を担うことや地域の行事等

に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定す

る。 

 

⑥・⑦ （略） 

⑵ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加

算の趣旨及び注５の減算について説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の

算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での

役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを見

据えた目標や実施内容を設定する。 

⑥・⑦ （略） 

（削る） ⑶ 注５の減算について 

生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者に対し

て、引き続き指定介護予防通所リハビリテーションを提供することは差し

支えないが、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たって、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得る際には、

６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数の 100 分の 15 に相当する

単位数が減算されることを説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑶ 注８の取扱いについて 

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、

指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援１の場合 20 単位、要

支援２の場合 40 単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指

示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、

本取扱いについては、令和３年４月から起算して 12 月を超える場合から

適用されるものであること。 

（新設） 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者

に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算につい

て 

① 同一建物の定義 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者

に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算につい

て 

① 同一建物の定義 
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通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒇①を参照されたい。 

② 注７の減算の対象 

注７の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及

び同一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者に

限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物に

居住する者を除く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、

同一建物に宿泊した者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この日は

減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その

他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して１月

を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的

に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録については、通

所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒇②を参照されたい。 

⑸ （略） 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅①を参照されたい。 

② 注９の減算の対象 

注９の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及

び同一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者に

限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物に

居住する者を除く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、

同一建物に宿泊した者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この日は

減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その

他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して１月

を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的

に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録については、通

所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅②を参照されたい。 

⑸ （略） 
⑹ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒂を参照されたい。 

（新設） 

⑺ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒃を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービ

スを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計

画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の

改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支

援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サー

ビスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するも

のとする。 

⑹ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒂を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービ

スを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計

画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の

改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支

援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サー

ビスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するも

のとする。 

⑻ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリ

ーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスク

リーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに

⑺ 栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒃を参照されたい。 
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行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原

則として一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第 19

号の２ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スク

リーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定

することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利

用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支

援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生

労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目

が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サー

ビス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加

算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実

施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養

スクリーニングの結果、栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施

加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算若しくは選

択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供

が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月

でも栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算

を算定できること。 

⑼ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅を参照されたい。 

⑻ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒄を参照されたい。 
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ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サ

ービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改

善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した

時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護

予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決さ

れ当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを

終了するものとする。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サ

ービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改

善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した

時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護

予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決さ

れ当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを

終了するものとする。 

⑽ 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて 

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施

することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資す

るサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定

に当たっては以下に留意すること。 

① 実施する選択的サービスごとに、⑸、⑺、⑼に掲げる各選択的サービ

スの取扱いに従い適切に実施していること。 

②・③ （略） 

⑾ （略） 

⑼ 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて 

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施

することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資す

るサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定

に当たっては以下に留意すること。 

① 実施する選択的サービスごとに、⑸、⑹、⑻に掲げる各選択的サービ

スの取扱いに従い適切に実施していること。 

②・③ （略） 

⑽ （略） 

⑿ 科学的介護推進体制加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒆を参照されたい。 

（新設） 

⒀ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑽を参照のこと。 

⑾ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑻を参照のこと。 

⒁ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

⑿ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼を参照のこと。 

⒂ （略） ⒀ （略） 

７ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下

７ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下
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⑶、⑻及び⒁において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老人福

祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合算した

上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配

置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が短期入所生

活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けている場合は、そ

れぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活介

護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 

例えば、前年度の平均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前

年度の平均利用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期入

所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この②において同

じ。）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

（３：１の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員

又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人

であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設の

ユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合算し

た上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、三ユニットの指

定介護老人福祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介護事業

所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を 1 人以上

配置することが必要であることから、必要な夜勤職員数は２人である

こと。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利用

者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確保で

きる等）、夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と介

護予防短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が 20 人以下である

場合には、指定介護老人福祉施設と介護予防短期入所生活介護事業所

の夜勤職員の兼務が認められるものであること。例えば、３ユニット

で入居者数 29 人のユニット型指定介護老人福祉施設に、利用者数３人

の多床室の介護予防短期入所生活介護事業所が併設されている場合

は、必要な夜勤職員数は２人であること。 

ロ （略） 

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設

として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、介護予

⑶、⑻及び⒀において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老人福

祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合算した

上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配

置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が短期入所生

活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けている場合は、そ

れぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活介

護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 

例えば、前年度の平均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前

年度の平均利用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期入

所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この②において同

じ。）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

（３：１の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員

又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人

であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設の

ユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合算し

た上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、三ユニットの指

定介護老人福祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介護事業

所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を 1 人以上

配置することが必要であることから、必要な夜勤職員数は２人である

こと。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利用

者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確保で

きる等）、夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と介

護予防短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が 20 人以下である

場合には、指定介護老人福祉施設と介護予防短期入所生活介護事業所

の夜勤職員の兼務が認められるものであること。例えば、３ユニット

で入居者数 29 人のユニット型指定介護老人福祉施設に、利用者数３人

の多床室の介護予防短期入所生活介護事業所が併設されている場合

は、必要な夜勤職員数は２人であること。 

ロ （略） 

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設

として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、介護予
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防短期入所生活介護（短期入所生活介護事業を併せて指定されている場

合を含む。以下この項において同じ。）の利用者数は含めない。すなわち、

必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設す

る介護予防短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行う

ものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が 50 人、併設す

る介護予防短期入所生活介護の利用者が 10 人である場合、当該指定介護

老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者 50 人以下の場合の基

準が適用され、常勤換算で２人以上となり、当該介護予防短期入所生活

介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。 

 

 

 

⑷・⑸ （略） 

防短期入所生活介護（短期入所生活介護事業を併せて指定されている場

合を含む。以下この項において同じ。）の利用者数は含めない。すなわち、

必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設す

る介護予防短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行う

ものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が 50 人、併設す

る介護予防短期入所生活介護の利用者が 10 人である場合、当該指定介護

老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者 50 人以下の場合の基

準が適用され、常勤換算で２人以上となり、当該介護予防短期入所生活

介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の

指定介護予防短期入所生活介護事業所の定員が 20 人以上の場合には、介

護予防短期入所生活介護事業所において看護職員を１名以上常勤で配置

しなければならないことに留意する。 

⑷・⑸ （略） 

⑹ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数

が 200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以

内に診療所が存在しないものに限る。以下この⑹において同じ。）の

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑹において

「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相

談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同

してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計

画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導

員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行う

こと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院であること。 

⑹ 生活機能向上連携加算について 

（新設） 

① 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を

中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）

の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑹において

「理学療法士等」という。）が、当該指定介護予防短期入所生活介護事業

所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と共同し

てアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の

作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に

対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

 

 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病

院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは

介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は

（新設） 
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リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、

当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、

排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）

に関する状況について、指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定介

護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣ

Ｔを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定介護

予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行うこと。

なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、

理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について

適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等

で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方

法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又は

その家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も

踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、

段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目

標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防短

期入所生活介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機

能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施

方法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又は

その家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏ま

え策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的

な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とするこ

と。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防短期入所生活介

護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作

成に代えることができるものとすること。また、個別機能訓練加算を算

定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上

を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者

の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を

目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心

身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

（削る） ④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学

療法士等が指定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指

導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族

に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し

記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

（削る） ⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員

等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応

じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、
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歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変

更など適切な対応を行うこと。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いに

ついて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理

学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又

はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改

善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、

個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員

等が利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）

に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を

説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応しているこ

と。 

（新設） 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用

者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が

可能であるようにすること。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者

ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能

であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓

練を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助

言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定

することは可能であるが、利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計

画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を

提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

（新設） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ

（新設） 
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ーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介

護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導

員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画

の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員

等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこ

と。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いに

ついて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理

学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又

はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改

善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定介護予防短期入所生活介

護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗

状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はそ

の家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状

況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等

を行うこと。 

 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定してい

る場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

⑺・⑻ （略） 

⑼ 個別機能訓練加算について 

 ①～⑥ （略） 

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で

利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を

確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することと

し、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅

での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族（以下この⑦におい

て「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）

⑺・⑻ （略） 

⑼ 個別機能訓練加算について 

①～⑥ （略） 

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で

利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を

確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することと

し、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅

での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓

練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに訓
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や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。ま

た、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護

支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて利用者等の意向を確認

の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見

直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置

等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

 ⑧・⑨ （略） 

⑽・⑾ （略） 

練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達成度合いについて、

当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応

じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤ

Ｌの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

   

 

 

 

 

 

 

⑧・⑨ （略） 

⑽・⑾ （略） 

  ⑿ 利用者に対して送迎を行う場合 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と

認められる利用者に対して、指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業

者が当該利用者の居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の

送迎を行う場合は、片道につき加算の対象となる。 

  ⒀ （略） 

  （新設） 

 

 

 

 

⑿ （略） 

⒁ 認知症専門ケア加算について 

①・② （略） 

⒀ 認知症専門ケア加算について 

①・② （略） 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省

老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規

定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指すものとする。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省

老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい

て」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に

規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、

平成 31 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な研

修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研修

対象者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成 21 年３月 26 日老

発第 0326003 号。以下「要綱」という。）４⑴③イに掲げる者）に該当す

る者であって、かつ、平成 30 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の

申し込みを行っている者を含むものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、 （新設） 
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テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係

る適切な研修を指すものとする。 

 

 

 

 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとす

る。ただし、平成 31 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護の指

導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指導

者研修の研修対象者（要綱４⑸③において都道府県等から推薦を受けた

者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する者

であって、かつ、平成 30 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の申し

込みを行っている者を含むものとする。 

⑥ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について 

併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び

特別養護老人ホームの空床を利用して指定介護予防短期入所生活介護

を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である指定介護老

人福祉施設と一体的に行うものとすること。具体的には、本体施設の対

象者の数と併設事業所の対象者の数（特別養護老人ホームの空床を利用

して指定介護予防短期入所生活介護を行う場合にあっては、当該指定介

護予防短期入所生活介護の対象者の数）を合算した数が 20 人未満であ

る場合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合に

あっては、１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上の③又は⑤に規定する研修を修了した者

を配置している場合に算定可能となる。 

⑤ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について 

併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及

び特別養護老人ホームの空床を利用して指定介護予防短期入所生活介

護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である指定介護

老人福祉施設と一体的に行うものとすること。具体的には、本体施設の

対象者の数と併設事業所の対象者の数（特別養護老人ホームの空床を利

用して指定介護予防短期入所生活介護を行う場合にあっては、当該指定

介護予防短期入所生活介護の対象者の数）を合算した数が 20 人未満で

ある場合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合

にあっては、１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上の③又は④に規定する研修を修了した

者を配置している場合に算定可能となる。 

⒂ サービス提供体制強化加算について 

① ２⑼④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る常

勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行

うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業

務を除く。）に従事している時間について行っても差し支えない。 

 

② （略） 

⒁ サービス提供体制強化加算について 

① ３⑺④から⑥まで並びに４⒅②及び③を参照のこと。なお、この場合

の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計

画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介

護に関わらない業務を除く。）に従事している時間について行っても差し

支えない。 

② （略） 

⒃ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑽を参照のこと。 

⒂ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

２⑻を参照のこと。 
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⒄ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

⒃ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼を参照のこと。 

８ 介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基

準について 

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベ

ッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員

の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係

るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算

については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行わ

れるものであること。したがって、緊急時施設療養費については、40

号通知の６の(32)を準用すること。また、注 10 により、施設基準及び夜

勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である介護老人保

健施設について行われていれば、介護予防短期入所療養介護については

行う必要がないこと。 

また、平成 27 年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬

に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてもあわせて留意すべき

ものであること。 

イ～ヘ （略） 

② 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)を算定する介護老人保健施設における

介護予防短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護について、適

用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それ

ぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を

満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施

８ 介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基

準について 

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベ

ッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員

の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係

るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算

については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行わ

れるものであること。したがって、緊急時施設療養費については、40

号通知の６の(26)を準用すること。また、注 10 により、施設基準及び夜

勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である介護老人保

健施設について行われていれば、介護予防短期入所療養介護については

行う必要がないこと。 

また、平成 27 年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬

に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてもあわせて留意すべき

ものであること。 

イ～ヘ （略） 

② 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)又は(ⅲ)を算定する介護老人保健施設

における介護予防短期入所療養介護について 

 

 

 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につい

て、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、

それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基

準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設
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設介護予防短期入所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定することとなる。（ただ

し、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る

施設基準について 

ａ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ａの基

準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くもので

ある。また、この基準において、算定日が属する月の前６月間にお

ける退所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占

める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｄ) （略） 

ｂ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｂの基

準における、30.4 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た

数については、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。

また、平均在所日数については、直近３月間の数値を用いて、以下

の式により計算すること。 

(ａ)～(ｄ) （略） 

ｃ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｃの基

準における、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる

者の入所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後

生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合につ

いては、以下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) (ａ)において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力し

て、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報

を収集するとともに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況に

合わせ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能につい

て、入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到

達するために必要な事項について入所者及びその家族等に指導

介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)を算定することとなる。（た

だし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。） 

 

ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る

施設基準について 

ａ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ａの基

準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くもので

ある。また、この基準において、算定日が属する月の前６月間にお

ける退所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占

める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｄ) （略） 

ｂ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｂの基

準における、30.4 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た

数については、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。

また、平均在所日数については、直近３月間の数値を用いて、以下

の式により計算すること。 

(ａ)～(ｄ) （略） 

ｃ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｃの基

準における、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる

者の入所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後

生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合につ

いては、以下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) (ａ)において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、

退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報を収

集するとともに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況に合わ

せ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、

入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達

するために必要な事項について入所者及びその家族等に指導を
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を行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画の策

定及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指導

内容の要点については診療録等に記載すること。 

(ｅ) （略） 

ｄ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｄの基

準における、新規退所者のうち、入所期間が１月を超えると見込ま

れる者の退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生

活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対

して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合については、以

下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) (ａ)において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、支

援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、

介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる

居宅を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、

②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上

を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事

訓練、排泄訓練の内容、③家屋の改善の内容及び④退所する者の

介助方法の内容について必要な情報を収集するとともに、必要な

事項について入所者及びその家族等に指導を行うことをいう。ま

た、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のた

めの訪問と施設基準第 14 号イ⑴㈧Ｃで規定する退所を目的とし

た施設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問

を同一日に行った場合には、ｄ(ａ)の(Ⅴ)に掲げる数には含めない。 

      (ｅ) （略） 

ｅ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｅの基

準については、当該施設において、算定日が属する月の前３月間に

提供実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

及び短期入所療養介護の種類数を用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、相互に

職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて、算定日が

属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通

行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画の策定

及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指導内

容の要点については診療録等に記載すること。 

(ｅ) （略） 

ｄ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｄの基

準における、新規退所者のうち、入所期間が１月を超えると見込ま

れる者の退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生

活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対

して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合については、以

下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｃ) （略） 

(ｄ) (ａ)において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、支

援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護

支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる居宅

を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、②

退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓

練、排泄訓練の内容、③家屋の改善の内容及び④退所する者の介

助方法の内容について必要な情報を収集するとともに、必要な事

項について入所者及びその家族等に指導を行うことをいう。ま

た、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のた

めの訪問と施設基準第 14 号イ⑴㈦Ｃで規定する退所を目的とし

た施設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問

を同一日に行った場合には、ｄ(ａ)の(Ⅴ)に掲げる数には含めない。 

      (ｅ) （略） 

ｅ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｅの基

準については、当該施設において、算定日が属する月の前３月間に

提供実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

及び短期入所療養介護の種類数を用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、相互に

職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて、算定日が

属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通
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所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含むこと

ができる。 

ｆ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｆの基

準における、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当す

る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」

という。）の数を入所者の数で除した数に 100 を乗じた数について

は、以下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｄ) （略） 

ｇ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｇの基

準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数

で除した数に 100 を乗じた数については、以下の式により計算する

こと。 

(ａ)～(ｃ) （略） 

ｈ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｈの基

準における、入所者のうち要介護状態区分が要介護四又は要介護五

の者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) （略） 

ｉ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｉの基

準における、入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合

については、以下の式により計算すること。 

(ａ) （略） 

ｊ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈧Ｊの基

準における、入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合

については、以下の式により計算すること。 

(ａ) （略） 

③ （略） 

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する介護老人保健施設における

介護予防短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につい

所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含むこと

ができる。 

ｆ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｆの基

準における、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当す

る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」

という。）の数を入所者の数で除した数に 100 を乗じた数について

は、以下の式により計算すること。 

(ａ)～(ｄ) （略） 

ｇ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｇの基

準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数

で除した数に 100 を乗じた数については、以下の式により計算する

こと。 

(ａ)～(ｃ) （略） 

ｈ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｈの基

準における、入所者のうち要介護状態区分が要介護四又は要介護五

の者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) （略） 

ｉ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｉの基

準における、入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合

については、以下の式により計算すること。 

(ａ) （略） 

ｊ 施設基準第 76号において準用する施設基準第 14号イ⑴㈦Ｊの基

準における、入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合

については、以下の式により計算すること。 

(ａ) （略） 

③ （略） 

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定する介護老人保健施設

における介護予防短期入所療養介護について 

 

 

 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につい
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て、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、

それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基

準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅲ)、ユニット型介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)、介護老人保健施設介護予防短期

入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費若

しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準

を満たしている場合を除く。） 

ロ・ハ （略） 

⑤ （略） 

⑥ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又はユニット型介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはユニット型介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以下「介

護療養型老人保健施設」という。）における介護予防短期入所療養介護に

ついて 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につ

いて、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定

区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなく

なった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介

護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)から(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)又は経過的ユニット型介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期

て、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、

それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基

準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅲ)、ユニット型介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しくは(ⅲ)、介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅴ)若しくは(ⅱ)を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において

当該施設基準を満たしている場合を除く。） 

 

 

ロ・ハ （略） 

⑤ （略） 

⑥ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又はユニット型介護老人保健施

設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはユニット型介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以下「介

護療養型老人保健施設」という。）における介護予防短期入所療養介護に

ついて 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につ

いて、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定

区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなく

なった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介

護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)から(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(Ⅴ)から(ⅳ)、介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しく

は(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)若しく
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入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入

所療養介護費を算定することとなる。 

ロ～ニ （略） 

⑵ （略） 

は(ⅱ)を算定することとなる。 

 

 

ロ～ニ （略） 

⑵ （略） 

⑶ 総合医学管理加算 

① 本加算は、介護予防サービス計画において当該日に短期入所を利用す

ることが計画されていない居宅要支援者に対して、介護予防サービス計

画を担当する介護予防支援事業所の介護支援専門員と連携し、利用者又

は家族の同意の上、治療管理を目的として、指定介護予防短期入所療養

介護事業所により介護予防短期入所療養介護が行われた場合に７日を限

度として算定できる。 

利用にあたり、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっ

ては、速やかに医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医

療が受けられるように取りはからう必要がある。 

② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投

薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施

した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の

同意を得て、診療状況を示す文書を交付すること。また、交付した文書

の写しを診療録に添付するとともに、主治の医師からの当該利用者に係

る問合せに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算

定できなくなることに留意すること。ただし、利用者又はその家族の同

意が得られない場合は、この限りではない。 

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文

書を添えて必要な情報提供を行った場合に限り、入院した日を除いて算

定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないもので

あること。 

（新設） 

⑷・⑸ （略） ⑶・⑷ （略） 

(5-1) 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 

① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準につ

(4-1) 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 

① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準につ
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いて 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッ

ドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員

の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に

係るものを除く。）・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及

び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱いが行

われるものであり、40 号通知の８の⑴、⑶から⑺まで、⑼及び⒁を準

用すること。 

ロ・ハ （略） 

いて 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッ

ドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員

の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に

係るものを除く。）・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及

び加算については、介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱いが行

われるものであり、40 号通知の８の⑴、⑶から⑺まで、⑼及び⑿を準

用すること。 

ロ・ヘ （略） 

⑹ 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第 77 号に規定する基

準に従い、以下の通り、算定すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 施設基準第 77号において準用する第 15号ハに規定する指定介護予

防短期入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属

する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号。以下「介護老人保健施設基

準」という。）第 41 条第２項第１号イ⑶、（介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令第５号。

以下「介護医療院基準」という。）第 45 条第２項第１号イ⑶又は健康

保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定

介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年

厚生省令第 41 号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第

39 条第２項第１号イ⑶、第 40 条第２項第１号イ⑶若しくは第 41 条第

２項第１号イ⑶（指定介護予防サービス基準附則第４条第１項又は第

６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たす

ものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の利用者に対して行われ

るものであること。 

ｄ 施設基準第 77号において準用する第 15号ニに規定する指定介護予

防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニットに属

する療養室等（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以

下「令和３年改正省令」という。）による改正前の介護老人保健施設

⑸ 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第 77 号に規定する基

準に従い、以下の通り、算定すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 施設基準第 77号において準用する第 15号ハに規定する指定介護予

防短期入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属

する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号。以下「介護老人保健施設基

準」という。）第 41 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)、（介護医療院の人員、施

設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令第５号。

以下「介護医療院基準」という。）第 45 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)又は健

康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定

介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年

厚生省令第 41 号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第

39 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)、第 40 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)若しくは第 41

条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)（指定介護予防サービス基準附則第４条第１項

又は第６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を

満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の利用者に対して

行われるものであること。 

ｄ 施設基準第 77号において準用する第 15号ニに規定する指定介護予

防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニットに属

する療養室等（介護老人保健施設基準第 41 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)、

介護医療院基準第 45 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)又は指定介護療養型医療

施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)、第 40 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)若
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基準第 41 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)、令和３年改正省令による改正前の

介護医療院基準第 45 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)又は令和３年改正省令に

よる改正前の指定介護療養型医療施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶

(ⅱ)、第 40 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)若しくは第 41 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)

を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第 41 条第２項

第１号イ⑶、介護医療院基準第 45 条第２項第１号イ⑶又は指定介護

療養型医療施設基準第 39 条第２項第１号イ⑶、第 40 条第２項第１号

イ⑶若しくは第 41 条第２項第１号イ⑶（指定介護予防サービス基準

附則第４条第１項又は第６条第１項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるも

のであること。 

ロ （略） 

⑺～⑼ （略） 

しくは第 41 条第２項第１号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介

護老人保健施設基準第 41 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)、介護医療院基準第

45 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)又は指定介護療養型医療施設基準第 39 条第

２項第１号イ⑶(Ⅴ)、第 40 条第２項第１号イ⑶(Ⅴ)若しくは第 41 条第２

項第１号イ⑶(Ⅴ)（指定介護予防サービス基準附則第４条第１項又は第

６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たす

ものを除く。）の利用者に対して行われるものであること。 

 

 

 

 

ロ （略） 

⑹～⑻ （略） 

⑽ 療養食加算について 

７の⒀を準用する。 

⑼ 療養食加算について 

７の⑿を準用する。 

⑾ 認知症専門ケア加算について 

７の⒁①から⑤を準用する。 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① ２⑼④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る常

勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行

うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業

務を除く。）に従事している時間について行っても差し支えない。 

 

② （略） 

⑽ 認知症専門ケア加算について 

７の⒀①から④を準用する。 

⑾ サービス提供体制強化加算について 

① ２⑺④から⑥まで並びに３(22)②及び③を参照のこと。なお、この場合

の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計

画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介

護に関わらない業務を除く。）に従事している時間について行っても差

し支えない。 

② （略） 

⒀ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

２⑽を参照のこと。 

⑿ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

２⑻を参照のこと。 

⒁ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

⒀ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼を参照のこと。 

９ 介護予防特定施設入居者生活介護費 

⑴～⑷ （略） 

⑵ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費について 

① 報酬の算定及び支払方法について 

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、基本サー

ビス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

９ 介護予防特定施設入居者生活介護費 

⑴～⑷ （略） 

⑵ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費について 

① 報酬の算定及び支払方法について 

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、基本サー

ビス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介
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護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安

否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当

該事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下「受託介護予防

サービス事業者」という。）が提供する介護予防サービス部分）からな

り、イ及びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介

護の１単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。 

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合の

介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されること

となる。 

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の配置は義務付けら

れていない。 

イ 基本サービス部分は１日につき 56 単位とする。 

ロ （略） 

② （略） 

③ （略） 

⑶・⑷（略） 

⑸ 個別機能訓練加算について 

 ①～③ （略） 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用

者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。利用者に対す

る説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとするこ

と。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得な

ければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 ⑤ （略） 

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム

（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦ

Ｅ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安

否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当

該事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下「受託介護予防

サービス事業者」という。）が提供する介護予防サービス部分）からな

り、イ及びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介

護の１単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。 

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合の

介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されること

となる。 

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の配置は義務付けら

れていない。 

イ 基本サービス部分は１日につき 55 単位とする。 

ロ （略） 

② （略） 

③ （略） 

⑶・⑷ （略） 

⑸ 個別機能訓練加算について 

①～③ （略） 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用

者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略） 

（新設） 
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（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）

の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を

行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑹ （略）  

⑺ 医療機関連携加算について 

 ①～④ （略） 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等

に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主

治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得るこ

と。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、

一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

面談による場合について、当該面談は、テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用にあって

は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑻ 口腔衛生管理体制加算について  

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利

用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要

な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所に

おいて日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、い

ずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利

用者の口腔ケア計画をいうものではない。 

また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用

にあっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ （略） 

⑺ 医療機関連携加算について 

①～④ （略） 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等

に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主

治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得るこ

と。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、

一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

 

 

 

 

 

⑻ 口腔衛生管理体制加算について  

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利

用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要

な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所に

おいて日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、い

ずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利

用者の口腔ケア計画をいうものではない。 
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療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

②・③ （略） 

 

②・③ （略） 

⑼ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔スクリーニング及び

栄養スクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環

として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利

用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支

援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生

労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目

が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

⑼ 栄養スクリーニング加算について 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニング

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること

に留意すること。 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に

掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に

対し、提供すること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

イ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援

事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働

省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「１」

に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

⑽ 科学的介護推進体制加算について 

６の⑿を準用する。 

（新設） 

⑾ 認知症専門ケア加算について 

① （略） 

⑽ 認知症専門ケア加算について 

① （略） 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省

老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規

定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、

平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な

研修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研

修対象者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成 21 年３月 26 日

老発第 0326003 号。以下「要綱」という。）４⑴③イに掲げる者）に該
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当する者であって、かつ、平成 27 年９月 30 日までの間に当該研修の受

講の申し込みを行っている者を含むものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

（新設） 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係

る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑

な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとす

る。ただし、平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護の

指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指

導者研修の研修対象者（要綱４⑸③において都道府県等から推薦を受け

た者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する

者であって、かつ、平成 27 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の申

し込みを行っている者を含むものとする。 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① ２の⑼④から⑧までを準用する。 

② （略） 

③ 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向上に資する

取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的とし

て、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。 

（例） 

・ ＬＩＦＥ（Long-term care Information system For Evidence）を

活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほ

か、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等に

よる役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータ

ブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、

適時のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・

目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければな

⑾ サービス提供体制強化加算について 

① ２の⑺④から⑥まで並びに３の(22)②及び③を準用する。 

② （略） 

（新設） 
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らない。 

⒀ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２の⑽を参照のこと。 

⑿ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

２の⑻を参照のこと。 

⒁ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

⒀ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼を参照のこと。 

10 （略） 

11 介護予防支援 

⑴ （略） 

⑵ 委託連携加算 

  当該加算は、指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防

支援を指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第２条第１項に規定する指

定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）に委託する際、当該利用者に

係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介

護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合、当

該委託を開始した日の属する月に限り、利用者 1人につき１回を限度とし

て所定単位数を算定する。なお、当該委託にあたっては、当該加算を勘案

した委託費の設定を行うこと。 

10 （略） 

11 介護予防支援 

⑴ （略） 

⑵ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

当該加算は、指定介護予防支援事業所の担当職員が、介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の介護予防サービスの利用状況等

の情報提供を行うことにより、当該利用者の介護予防小規模多機能型居宅

介護における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成に協力を

行った場合に算定を行うものである。ただし、当該介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所について６月以内に当該加算を算定した利用者につい

ては、算定することができない。また、当該加算は、利用者が介護予防小

規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができ

るものとする。 

 

（表略） 

別紙様式１ 

別紙様式２ 

別紙様式３ 

 

（表略） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 


